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ア メ ニ テ ィ と エ コ ロ ジ ー

一 「環境」概念の検討一

塚 本 利 幸

はじめに

個別のイシューを離れて、 「環境問題」の全体像を傭鰍 しようとするとき、そ の多様性

に目の眩むような思いを禁 じ得ない。 さまざまな領域のイシューが、 こぞって 「環境問題」

としてのクレーム ・メイキ ングを行いつつある。例えば、職場環境の汚染 という観点か ら

反喫煙運動 を展開することも可能であるし、歴史的環境の保全 という観点か ら場外馬券売

場の設置へ の反対運動 を展 開することも可能である。 こうした 「環境問題」の多様化の背

景 となっている 「環境」概 念の特質を洗い出 してお く必要性があるのではないだ ろうか。

特に、環境NGOに よる資 金集めのための 「カリスマ性のある大型動物(鯨 や象)の 保護

運動」、事業省庁 による 「環境の事業化」、市場経済原理に基づ く 「環境の商品化」、 と

いった 「環境」の占有 をめ ぐる陣取 り合戦 を目にする とき、 「環境」 という問題設定 に足

下 をす くわれないためにも、こうした作業の必要性が実感 される。

こうした、ある意味で普 遍的な 「環境」概念の外延 の拡大 とい う傾 向に加えて 、アメニ

ティの 「環境」概念への包摂 という日本的な現象 も検討 しておかなければならないだろう。

歴史的な街並みの保全や都 市の景観問題、 さらには、 コミュニテ ィの連帯、地域 に固有の

文化や伝統の継承 といった、英米語圏 であれば 「environment(環 境)」 や 「ecolqgy(生態

系/生 態学)」 といった問題設定 とは別立てで 「civic・trust(シビック ・トラス ト運動)」

として論 じられているイシューが、 日本では 「環境問題」 として議論 されてきている。 「環

境問題」の多様化 を検討す る上で、こうした 日本特有 のアメニティとエコロジーの絡ま り

あいを解 きほ ぐしてお く必 要 もあるだろう。本稿 は、 「環境」概念の検討 を通 して、 「環

境問題」の多様化 とい う現 象 と、その日本的な発現形 態の特質を把握することを目的 とし

ている。それは、言い換えれば、環境社会学のための交通整理の試みで もある。
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1レ トリックとしての 「環境」

「環境」 とい う トピック は、ご く一般的な話題 として私 たちの 日常生活の中に入 り込ん

で きている。 「環境」い う言葉 を、耳 にした り、目に した り、あるいは、自分 自身で口に

することは、 日常茶飯事に なって きている。それどころか、現代の社会の在 り方 を考 える

上で 「環境」 はな くてはな らない切 り口にさえなって いる。冷戦構造 の終結の後 、世界の

在 り方 を考えてゆ く上で 「環境」は 「経済」や 「人権」 と並んで普遍的な枠組 の一つ になっ

て きている。今や 「環境」 に無関心でいることは、あ る意味で不道徳 なことです らある。

「エコロジーの合法性 にまじめ に異議 を唱えようとする者は誰 もいない」(Feπy,1994:24

)の である。では、この 「環境」 とはいったい どのような概念 なのだろうか。

1-1環 境社会学における 「環境」概念の曖昧さ

まず、環境社会学が 「環 境」 をどのように定義 して きたのかを見ておこう。 「日本 の社

会学者が執筆 して発行 されるもの としては最初の環境社会学 の教科書」(飯 島,1994:1)で

ある 「環境社会学』の中で、編者の飯島は 「環境」 を 「従来、社会学研究 におい て関心 を

示 されることの少なかった物理的 ・化学的あるいは自然的環境である」 と定義 し、社会学

的な視点か ら 「環境問題」 を 「物理的環境や化学的環境、あるいは自然的環境の変化や悪

化 と関連 して、人間生活、人間集団、人間社会、社会 関係 などに発生す るさまざ まな影響

や問題」 として定義 している(飯 島,1993:3-4)。

実際 に 「環境社会学」の中で個 々の執筆者によって、それぞれの章で扱われているのは、

公害問題、自然保護 とアメニティ、まちづくり運動、 リサイクル運動、歴史的環境の保全、

エネルギー問題、ごみ ・資 源問題、ライフスタイル、地域生活、産業化、地域開発、生活

者の加害源化、環境運動、生活環境、都市環境、公害輸出、といった実 に多様 な問題群で

ある。 「1980年代 に入ると、 日本における公害 ・環境問題は、問題その ものが多様化する

傾向をしめすようになる。環墳社会学的研究 も、これに応 じて多様化 している」

(飯島,1993:228)と い うわけである。

このように多様 な問題群 を取 り扱 うことがで きる、 ということがある意味で 「環境」概

念の強みなのか もしれない。 しかし、沖縄の開発にともなう自然(生 態系)の 破壊(鵜 飼、

1992)と 、小樽運河(歴 史的環境)の 保全運動(堀 川、1989)と を、 ともに 「環境問題」

に分類するような場合、 この二つの 「環境問題」 には、もはや 「物理的環境の変化」 とい

う共通項 しか見いだせ ない。また、 「生活環境」 と 「自然環境」は常 に両立可能 なもので
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はな く、時 には トレー ドオフの関係 に もなる。近代的な意味での 「利便性」 や 「効 率

倒 、経済的な 「合理性」の追求 と生態系の保全 との両立は困難な課題 になって きている。

サスティナブル ・ディベロ ップメン ト概念の解釈をめ ぐって、 「永続可能性」 と 「開発」

のどちらに重点 を置 くかで混乱が生 じていることが このことをよく示 しているω。 また、

生態系 を守るために 「個人の生命の質」が制限されるような場合 も想定できる②。

ここで、環境社会学 にお ける 「環境」概念の曖昧 さ(定 義 しているようにみえて実は何

も定義 されていない状況)を 指摘 したのは、 より有効 な、あるいは、 より正確な 「環境」

概念 を定義するためではない。飯 島の言 うように環境社会学的研究には多様化す る必然性

があったのであ り、 「環境」概念 は暖昧なものでなければならなかったとす ら考 えるか ら

である。環境社会学における 「環境」概念は、シュッツの言 う意味での 「二次的 な構成概

念」である(Schutz、1954)。 環境社会学 が扱お うとしてい るのは 「環境 」その もので は

なく、 「社会問題」 と しての 「環境問題」である(3)。従 って、環境社会学における 「環境」

の定義は、何が 「環境問題 」なのかを定義 してゆ く一次的な社会過程一一実践的な諸活動

における 「環境」概念 のプ ラグマティックな使用一一 に基づか ざるをえないのである。社

会 システム論 における環境 の定義(シ ステムの外部 としての環境)は 、システム論の内部

で完結 しうる。それに対 して、 「環境問題」 を扱 う環境社会学の 「環境」概念は、環境社

会学の内部 で完結することがで きない。ある問題 を 「環境問題」 として定義 して ゆ く社会

的なクレイム申 し立て活動 が成功すれば、それに応 じて、新たに 「環境」概念の外延を拡

張 してゆ く必要性が出て くるのである。歴史的建造物 の保存運動 や町並みの保存 運動が、

「歴史的環境保全運動」 と して自らを定義 し、その定義が社会的に認め られたとき、環境

社会学は新たな 「環境問題」 を取 り込 まなければならな くなるのである。

環境社会学における 「環境」概念が曖昧なのは、現 実の社会的な相互作用の過 程におい

て 「環境」が重要な 「説得 の レトリック」 にな り、そのために一次的な概念の使用の過程

で 「環境」概念が外延 を拡 大 していっているか らなのである。 「環境」概念の曖昧 さは、

環境社会学のように 「社会 問題」 に実践的 に取 り組んでいこうとす る立場 にとって、ある

(1冴ス テ ィナブ ル ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト概念 の解 釈 をめ ぐる混乱 を分析 した もの と して は
、

林 ・他(1991)が あ る。

(2にう した想 定 の 具 体例 と しては
、 加藤 尚 武 「中之 島ブ ル ー ス ー また は人 間 に対 す る 自然

の権 利」r環 境 倫 理学 の すす め」2章 が あ る。

σ飯 島 に よ れば環 境 社 会学 の独 自性 のか な りの部分 は 「住 居 者 の視 点
、生 活者 の視 点 、被

害者 の視 点 か ら環 境 問題 全体 に接 近 す る ため の方法 論 や技法 を有 して いる点 にあ る」 とい う(飯 島、

1993:7)o
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意味では宿命的なものである。ここで、重要なのは環境社会学における 「環境」概念が 「二

次的な構成概念」であるとい う自覚である。

では、こうした鍵概念の曖昧 さは環境社会学 にとってどのような意味 を持 っているのだ

ろうか。 もちろん、こうした曖昧 さを克服すべ き欠点 であると見な し、研究者の側であら

かじめ 「環境」概念を操作主義的に定義 してお くことも可能である。そのためには 「環境」

概念の精緻化に向けて努力 してゆかなくてはならないだろう。 しか し、ここではそ うした

方向は とらない。む しろ 「環境」概念の曖昧 さの中にこそ環境社会学の積極的 な可能性が

見いだ しうると考えるからである。 「環境」 という曖昧であ りなが ら、異議の唱 えに くい

テーマを実践的な関心から定義 してゆ く一次的な過程 自体 を、環境社会学は分析 の対象 と

す ることがで きる。環境が定義 されてゆ く社会的な相 互作用の過程 に、メタレベルの視点

から分析 を行い うるとい う点に、環境社会学の環境経済学や環境倫理学、環境民俗学 といっ

た隣接す る諸領域 に対する独 自性が存在するのではないだろうか。相互作用の現場におい

て 「環境」概念 はどの ようにして使用 され、そうした使用 を通 して どの ように再構成 ・再

定義 されてゆ くのであろうか。 まず、 「環境」概念が外延 を拡大 していった過程 を追 って

みることにしよう。

1-2r公 害」か らr環 境問題」へ一枠組の移行

高度経済成長期の 日本に とって環境破壊、すなわち 「公害問題」であった。四大公害病

訴訟 の例 からも明 らかなように、そこでは、人間が暮 らす環境世界に鉱工業 による化学物

質や鉱産物 などの汚染物質が排出 されることが問題 とされてきた。公害問題の基 本的な図

式は加害者が企業で被害者が住民 とい うものであった。この二項対立的な図式において、

悪者 は有害物質 を垂れ流す私企業であ り、それ を産業優先の方針や癒着等の原因か ら規制

で きない行政であった。そ して、被害者は加害活動に本来責任を持 たない一般住 民であっ

た。 「社会的強者vs弱 者」 とい う図式が成立 していたのである。こうした公害 における汚

染物質の典型は毒物であ り、直接 に命や健康 に関わる化学的汚染物質=有 機水銀や カ ドミ

ウム、窒素酸化物などがそ の典型であった。その解決方法 は汚染源である企業の行動を規

制す ることである。適正な排水基準の設定、調査や監視、行政指導、罰則の適用 といった

具体的 ・外 的な規制の導入が求められたのである。

これに対 して、近年の 「環境問題」の論 じられ方は、かつての 「公害問題」 とは枠組 を

異に している。 ここでは、 もはや単純 な 「加害者vs被 害者」図式は機能 しえない。ライフ

ス タイルの変化にともなって生活廃棄物の処理などの行政サー ビスへの依存が増大 してい
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き、その結果、尿尿処理 に伴 う特定地域の水質汚染や、廃棄物処理地の建設 による水質汚

濁 などが特定地区の環境 を汚染するようになった。 この場合 には排出源は必ず しも企業の

生産活動 だけ とは限らず一般住人の消費活動であることも少 なくない。この場合 は 「廃棄

物 をよ り大量にだす地域」vs「 廃棄物の処理場が置 かれてお り、そのことによって生活環

境が汚染 されている地域」、あるいは、環境汚染の被害を相対 的に 「あまりうけない地域」

VS「直接的に被る地域」 といった形で、地域 間の対立 とい う新 たな 「被 害者VS加 害者」の

二項対立的な図式が登場 して くることになる。梶田(1988)に よって提唱された受益圏(加

害圏)・ 受苦圏(被 害圏)と い う対概念は 「公害問題」 よりもはるかに入 り組んだ こうし

た関係 を描 き出すための分析装置 だったのである。 しか し、 ここで注意 しておか な くては

ならないのは、新たな二項対立図式において、対立の軸が 「どれだけ環境 を汚染 している

のか」か ら 「どれだけ環境汚染の被害を被っているのか」 に移行 しているという点である。

新たな二項対立は 「公害問題」 における二項対立 に比べれば、ある意味で相対的 な ものに

す ぎない。 「誰が環境 を汚 染 しているのか」 という観 点か らすれば、 「環境にや さ しくな

い」近代的なライフスタイルの恩恵に浴 くしているという意味で、対立図式のどちら側 も

同 じあなのムジナにす ぎない と言えな くもないからである。

さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊、生活排水等 による越境型の広域環境汚 染などの

「地球環境問題」では、普通の暮 らしをしている生活者が加害者 になる。例 えば、琵琶湖

の富栄養化問題 に関 してい えば、そこで問われているのは周辺住民のモラル(有 リン合成

洗剤 や化学肥料の使用)で ある。 「地球環境問題」 とい う枠組においては、生活 者=住 民

は 「一方的な被害者」か ら 「被害者二加害者」へ と定 義 し直されるのである。そ して 「環

境問題」の解決 にあたって は、 「外的な規制」の導入 には限界があ り、最終的には生活者

のモラルを当てにせ ざるをえない とされる。条例 によって有 リン合成洗剤 の販売 を規制す

ることはで きて も、実際に洗剤の使用 を止めて石鹸に切 り替えるかどうかは、生活者とし

ての 「私たち一人 ひとり」の 「自主的な選択」 に委ねられているとい うわけである。

しか し、こうした 「環境問題」の私たち 「一人ひとりのモラル」への還元によって、様 々

な社会制度上の問題点が看過 されがちになるとい う点 に注意を払 ってお く必要が ある。ゴ

ミや生活排水 といった大量の廃棄物 を生み出す現代の大量消費型のライフスタイルは、経

済の拡大再生産 を至上命題 とした資本主義的な大量生産方式 に基づいてお り、新たなる 「欲

望二消費」の掘 り起 こしに よって支えられている。また、生態系の破壊 を引 き起 こす大規

模 な土木施設の建設は、貨 幣経済の浸透以前 に機能 していた入会地(コ モンズ)に 対する

地域共同体 を中心 にした自主的な管理や、入会地の再生可能性 を損なうような過度の利用

に対する相互監視 による規制の システムが、住民の福祉や安全 に責任 を負 う中央集権的な
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官僚機構 による行政サー ビスによって置 き換 えられて きたこと一一共的(コ ミュナル)な

原理か ら公的(パ ブ リック)な 原理への移行一一がその一因 ともなっている④。 「一人 ひ

とりのモラル」の強調 はライフスタイルの変化を引 き起 こし、支えている社会的 な条件へ

の批判的な検討から目をそ らせ るという機能を果た してもいるのである。入 り口 としての

大量生産が結局は大量消費 ・大量廃棄 につながっているという 自明の原理から目 をそ らし

た上で、出口 としての消費の部分だけでゴミの減量化 やリサ イクルの奨励を歌 い上げたと

ころで根本的 な解決 には至 らないであろう(5)。思想 としての 「環境問題 」は、社会的な諸

条件への総合的な批判 ・検討 を飛び越 して、 「一人ひ とりのモラル」の強調 とい った形で

近代 的なテクノロジーを基盤 とした近代的なライフス タイルの私的 レベルでの見 直 しを迫

る傾向がある。こうしたね じれの中か ら、一方では、割 り箸排斥運動や買い物袋 の持参運

動 といった実効性 を等閑視 して、ひたす ら大量消費 に対す る精神的な反省 を迫 るようなセ

ンチメンタルな反応が引き起 こされ(6)、他方では、 フリーライダーが生み出 され続けてゆ

くのである。

「公害問題」か ら 「環境 問題」への問題の立て方の移行 は、過度の単純化 を恐れずに言

えば、次 のように特徴づけることができると思われる。

① 「被害者vs加 害者」 とい う二項対 立的な図式か ら 「被害者=加 害者」 とい う一項図式

への移行

② それに ともなう、問題解決の方法の、汚染源である私企業への 「外的な規制」の適用

か ら、生活者一人ひと りによるオータナティブな ライフスタイルの 「自主的な選択」

への移行

総理府 による世論調査 の結果 も 「規制 より心 がけ」(毎 日新聞、1996,9,8)と いった形

で、 「一人ひとりのモラル」を重視す る傾向が強 まってきていることを示 しているω。

1-3レ トリック と して の環 境 一 「喪 失 の ロジ ック」 か ら 「説 得の レ トリック」 へ

「公害問題」か ら 「環境 問題」へ とい う枠組の移行 を追ってきたわけであるが 、枠組が

④貨 幣経 済 の 突 出 に よって 、共 的 な 原理(コ モ ンズ)が 、公 的(パ ブ リッ ク)な 原 理 と私

的(プ ラ イベ ー ト)な 原理 に引 き裂 か れ て しまっ た こ とと、環境 破壊 の 関係 につ い て は、多 辺 田政

弘(1990)の 考 察 が あ る。

σ)大量 生 産 の現 状 を等 閑視 した リサ イ ク ル 運動 への 過 剰 な期 待 へ の批 判 と して は
、 槌 田

(1992)、 室 田 ・他(1995)な どが あ る。

(6》こ う した運 動へ の批判 と して は
、槌 田(1992)、 北 村(1992)が 詳 しい。
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移行 したからとい って、公害がすべて解決されたわけではない し、生活者の責任 をも視野

に入れた 「環境問題」 とい う問いの立て方が 「公害問題」 よりもイデオロギー的でないわ

けで もない(例 えば、琵琶湖の水質問題においては リンやチ ッソの増加 とカビ臭発生の間

のメカニズムは完全には解明 されていない)。

では、問題 を構成す る上 での枠組の移行は、何 をもた らしたのだろうか。 ここで重要な

のは 「環境問題」 という枠 組においては、私たちはもはや問題の外部に立つ ことがで きな

い とい うことである。 「環 境問題」 とい う問題の設定の仕方 において、私たちは必然的に

その被害者である と同時 に加害者でもある。 自家用車 に乗ること、合成洗剤 を使 うことに

始 まって、プラスチック製品 を使い捨 てること、ひいては、米のとぎ汁を排水口 に流すこ

とに至 るまで、私 たちは日々の普通の生活を送ることによって、生態系 に影響を及ぼさず

にはいられない。 「環境問題」の加害者で もある私た ちは、 「環境」 をめ ぐる諸言説 に無

関心でいることを許 されない。加害者 としての私たちは常に、反省 し、悔い改めることを

求め られて一 それも、被害者 としての私たち自身から いるのである。 「環境問題」

とい う問題設定 において、 「環境」 に配慮す るのは当然の前提であ り、そうした前提の上

で、何が より 「環境」に とって望 ましいのか、 「環境」 をどのように定義するのが より適

切 なのかが問題 にされているのである。だれ もが 「環境問題」一 一一一「環境」 を考慮 に入れ

るべ きであるとい う主張一 に対 して正面 きって否 とは言 えない、 とい う意味で 「環境」

に関す る言説はある種の 「権 力作用」(江 原、1988)を 帯 びていると言って もいいのか も

知れない(8)。

しかも、既にみたように、 「環境」 とい う概念自体 が現在、その内包をあやふやにした

ままで、ひたす ら外延 を拡張 していっているように見 える。 「環境」 という用語 が用い ら

れる問題設定その ものに しても、自然環境、生活環境、都市環境、農村環境、職場環境 、

歴史的環境等、列挙のい とまがないほどである。また 「環境」 という概念の定義 を巡って、

吻996年 の総 理 府 に よる 「生 活 環境 、 生 活 型公 害 に関す る世論 調 査 」 に よ る と 「生 活 を快

適 にす る ため に大切 な こ とは 」 と の問 い に対 し、最 も多か っ た答 えは 、 「住 民 一人 ひ とりが ゴ ミを

出 さな い よ うに心掛 けた り、 分別 回収 に協 力 す る」(635%)で 、前 回調査(1993年)よ り も5.7ポ

イ ン トの 増加 。 反 面 、 「公 害 な どの 環境 の 悪化 を防 止す るため の規制 を十 分 に行 う」(29.8%)は

2.8ポ イ ン トの 減少 。 「環 境 の悪 化 を防止 す るた めの施 設 を整 備 す る」(19.8%)は1L9ポ イ ン トの

減 少 。 こ う した結 果 に対 して 、総 理府 は 「産業 型公 害 よ りも、騒 音 な どの生 活型 公害 が 意識 され る

よ うに な って きて お り、環 境悪 化 の問題 を一 人 ひ と りの取 り組 み と して と らえ る よ うにな って きて

い るので は ない か」 と コメ ン トしてい る。

{8)「こ こで 問題 に したい の は
、国 家 や 自治 体 な どの 制 度的 に付 与 され た権 力 で は な い。 わ

れ わ れが 語 り、 わ れわ れが 主張 し、わ れ われが 求 め るその言 葉 自体 を特定 の 方 向 に形 成 して しま う

力、 または われ われが わ れ われ の運動 を形成 しよう とす る ときに、 運動 を特 定 の方 向に誘導 すべ く、

われ われ 自身が しようす るr権 力 ゲ ーム」 を構 造 化 して いる力 で あ る」(江 原 、1988112)
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「環境倫理学」(加 藤、1992)か らの主張(9)や、国際的な環境NGO、 草 の根 レベルの リ

サイクル運動、経済的な発展 を至上課題 としている発展途上国の政府、市民運動家 といっ

た立場を異にする様 々な主体が発言 し、コマーシャル ・ベースに乗ることを狙 った 「環境

ふれあい住宅」や 「環境」 に関心のあることをファッシ ョンとして提示 した 「環境 にやさ

しい生活 グッズ」や 「アウ トドア ・エ クイップメン ト」 といった商品 まで もが登場 してい

る。

「環境」に関する日常的な語 りの多 くは、かつて存在 していた望 ましい 「秩序」の破壊、

喪失 という 「喪失のロジック」 を基盤 にしている。 「環境」が話題 として取 り上 げられる

とき、それは、往 々にして、すでに失われて しまったすば らしい 「環境」だった り、喪失

の危機に瀕 している守 らね ばならない 「環境」であった り、取 り戻 さなければな らない豊

かな 「環境」であった りす る。 日常的な文脈の中で、 「環境」に関す る語 りが浮上 して く

るのは、こうした 「喪失」 を前提にしてである。例 えば、 日常 的な文脈 において、水質悪

化が話題 として取 り上げられるようになるのは、 「臭い水」 「おい しくない水」 「健康に

よくない水」 を飲むことを 日々の生活の中で余儀な くされた結果としてである。そ して、

井戸水や湧 き水 の 「おい しさ」 は、こうした 「喪失」か ら逆照射されて、はじめてノスタ

ルジー として意識 にのぼる ようになるのである。誰 もが当たり前に 「おい しい水」 を飲ん

でいる時 には、水の 「おい しさ」が話題 としてあらためて取 り上げられることはない。失

われてはじめて水の 「おいしさ」が意識 されるようになるのである

「環境破壊」 とは 「秩序 の否定」であ り、 「環境」 とは、こうした 「秩序の否定」の否

定形 としてのみ定義 され うるものであった。 しか し、 「環境」に関す る言説があ る種の権

力作用 を帯 びて くるに従 って、 「環境」 をいかに自分 に有利 に定義す ることがで きるか、

「環境」を味方 につけ られ るか どうか、が重要になって くる。 「環境問題」 とい う問題設

定 において、大量消費型の ライフスタイルとリサイクルの問題、酸性雨や地球温暖化やオ

ゾンホール といった 「地球環境問題」、廃棄物の処理 の問題、地下資源やエネル ギーの枯

渇の問題、ハ イテク汚染の 問題、人口爆発の問題、多 国籍企業 による公害輸出、発展途上

(91加藤 は環 境倫 理 学 の基本 テー ゼ を

1)単 に 人格 の み な らず、 自然物 もまた最適 の生 存へ の権 利 を もつ(ア ニ ミズ ム)。 人 間 だ けが

権 利 を もつ とい う近 代 的 な権利 概 念 の克服

2)現 在 世代 は未 来世代 の 生 存 と幸 福 に責任 を もつ(世 代 間倫 理)。 同世 代 間 の合意 に拘 束 力 が

あ る とい う近代 的 な契 約 中心 主義 の打 破 。

3)決 定 の 基本 単位 は、個 人 で はな くて地 球生 態 系 そ の もので あ る(地 球 全 体主 義)。 個 人 主義

の原 理 の廃 絶 。

とい う 「挑発 的」 な形 で提示 して い る(加 藤 、1992:80-81)
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国での貧富の差の拡大 と環境破壊 との関連性、ODAの 在 り方の問題、歴史的な建造物の

保存 ・維持の問題、アメニテ ィや景観 といった実に様 々な問題群が、複雑に入 り組 んだ形

で議論 されて きている。 こうした 「環境問題」の多様性の一因は、特定のイシューを 「環

境問題」 として位置づけることの重要性 にあると思われる。地域社会 を巻 き込 まざるを得

ないような巨大なプロジェク トを達成す るに当たっては、 「環境」に関わる言説 の持つこ

うした 「権力作用」が決定 的に重要になって くる。 「環境」が集団的秩序の表現形態 とし

て、積極的に肯定 されるべ き概念 として浮上 して くるのである。身近な自然環境 に親 しむ

ことを目的 として、水辺 を埋め立てて人工的に親水公 園が作 りだされてゆくので あ り、極

端なケースでは、地球温暖化 とい う 「環境問題」が、地球温暖化 を促進する二酸化炭素を

排出 しないクリー ンなエネルギー源 としての原発の推進 に利用 された りもするのである。

こうした転換によって、 「環境」概念は、内包 も外 延 もあやふやなまま、問題 を問題 と

して設定する鍵概念 として確立 されてゆ くことになる。 「環境」概念が権力作用 を帯びて

ゆ く過程の中で、 「環境」 は非常な多様性 を帯びた概念であ りながら、何が望ま しいのか

を積極的に定義 していうくうえで重要性 を増 してい くのである。 「環境」は 「喪失のロジッ

ク」 を越えて、新 しく作 り出すべ き 「何か」望 ましい もの 一例えば、環境問題への対応

をめ ぐって 「環境の事業化」(野 田、1994)と で も言うべ き状況が成立 しつつある。環境

庁サイ ドによる規制型 の環 境政策が、建設省等の事業 官庁による環境配慮型土木事業の中

での対応へ と重心 を移 してゆ くという現象が顕在化 しつつあるのである。環境を破壊す る

悪役 として扱 われてきた土木事業が善玉へ変わろうと努力 しているのである としての

相貌を帯 びつつある(ゆ。そ して、その 「何か」 もまた 「環境」破壊の加害者 である私たち

全員 を否応な く巻 き込 んでゆ くことになる。

「環境」に関す る言説は私たちを否応な しに巻き込 んでゆ く。そ して、それ故 に、 「環

境」定義 をめ ぐって様 々なせめぎあいが見 られた りもする。 しかし、そのことを過剰に評

価 してはならないであろう。私 たちを拘束 しているのはあ くまでも言説のレベルにおける

「環境」 なのである。排気 ガスを排出 し、化石燃料 とい う回収不可能な資源を消 費 し、交

通事故の潜在的な可能性 を秘めながら、自分一人の移動のためだけに自家用車 を利用する

ことを正当性す るのは困難である。だが、自家用車に乗ることの罪深 さを認めるからといっ

て、それがその まま生活実践において自家用車 を手放 すことにつながるとは限 らない。多

くの生活者に とって、日々の生活の便利 さや快適さを手放 して守るほどの価値 として 「環

(m例えば、1977年 のOECDの 「アメニティ提言」をうけた環境庁の 「環境保護長期計画」
における 「アメニティの自立化」 や 「快適な環境の創出」や土地改良関連環境保全事業に見られる

ような親水施設や修景事業等。
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境」が深刻 に受けとめられ ているか どうかは疑問であ る。 「環境」は確かに正面 きって否

と言 うことので きない問題 ではあるのだが、実際には、生活の利便性 というより差 し迫っ

た問題の方が優先 されがちである。

私 たちは、 日常的 な生活実践の中で、絶えず 「環境」 を意識 しているわけではない。 「環

境」が権力作用を帯びて くるのは、 「環境」が語 られ るとき、それ もで きるだけ フォーマ

ルな場面で語 られるときである。 「環境」に普段それ ほど関心 を持 っているわけ ではな く

て も、あらたまって 「環境」 について語 られるとき、 それに無関心 を装ってはい られな く

なる。乗用車の使用を明 日からきっぱりとやめにする決意がな くても、 「環境」 に関する

言説 に賛同す ることは可能 である し、賛同す ることが望 ましいと考えられている。普段か

らどれだけ 「環境」について考えてい るか、どれだけ 「環境」 に配慮 したライフスタイル

を採 っているか、といった個人間の相違 は 「環境」が語 られる場面 において限 りな く希釈

化 される傾向がある。この、誰 もが等 しく否 とはいえないというところに 「環境問題」の

あやうさがある。 「環境」 は人々を巻 き込んでゆ くための 「説得のレ トリック」 として有

効 なのであ り、親水施設の建設等 に見 られるような行 政による土木事業の促進 においても

「環境」が錦の御旗 として利用 されているのである。

「環境」は最 も有力 な 「説得の レトリック」 とな りつつある。 「環境」 という 「中心の

空虚な概念」(吉 田、1994)は 、外延 をなしている様々 なイメージか ら自分 に好都合 なも

のを取 り出した り、あるいはそれを拡張 した りす るこ とで 「説得のレ トリック」 として使

用することができる。 しか しまた、 「環境」 を 「説得 の レトリック」 として使用 するとい

うことは、既にで きあがっている 「環境」に付属するイメージや 「環境」 に関す る諸言説

に巻 き込まれるということで もある。その意味で 「環境」 とは、アンビバ レン トな概念で

ある。 アウ トドア ・ブーム は、一方ではアウ トドア ・ファッションやRV車 の流行 といっ

た形で、大衆消費社会における新たなる 「欲望=消 費」の掘 り起 こし(書 店のエ コロジー

のコーナーに様々なアウ トドア ・エ クイッブメン トを紹介 したカタログ誌が平積 みにされ

てる)と して も機能 したのであ り、ひいてはバブル期 の リゾー ト開発 ラッシュの一助 とも

なったのである。 しか し、他方では長良川河口堰への反対運動などにみられるような大規

模土木施設の建設による生態系の破壊への異議申 し立 ての論拠の一つに もなった 「豊かな

自然 とふれ合 う権利」 を草の根 レベルで定着 させる役割をもはた したのである。

2ア メニティと 「人間中心主義」 一r環 境問題」の日本的な特質

次 に 「環 境 」 が 「説 得 の レ トリ ッ ク」 と して 用 い ら れ る際 の 日本 的 な 特 質 につ い て 、 欧
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米 との比較 を通 して簡単 に触れておきたい。 日本においては、個々のイシューを論 じる場

合の議論の前提 として 「人間中心主義」的な価値観があ り、欧米諸国のディープ ・エ コロ

ジーや動物の解放論のような 「反人間中心主義」的な観点はほとん ど見 られない。 日本の

「環境問題」におけるこう した 「反人間中心主義」的 な要素の希薄 さは、人間に とっての

環境の心地 よさというアメニティの観点 と強い親和性 を持 ってお り、ポス ト 「公 害問題」

としての 「環境問題」 の論 じられ方 を規定 していると考えられる。また、個別のイシュー

に関 しては、制度論的な観 点がとられるのに対 して、社会構造全体が トータルに制度論的

な視点か ら検討 されることが少ないという傾向 も見 られる。大規模土木施設が引 き起 こす

生態系の破壊に対 しては行政 システムに対す る制度論的な批判が加えられるのに対 して、

ライフスタイルの変化 によって引 き起 こされている生態系への影響の場合には、 ライフス

タイルの変化の制度的な基盤が問題 にされることはな く、その解決はもっぱら 「一人ひと

りのモ ラル」 にゆだねられているのであ る。こうした 日本的な特質の背景 として欧米 と比

較 した場合、① 「環境保護 運動」を正統化する歴史的 ・思想史的な背景の差異、② 「環境

保護運動」の担い手の組織形態上の差異 、が考えられる。順 に見てい くことにしよう。

2-1歴 史的 ・思想史的な背景の差異

日本の 「環境問題」 はその前史 として、急激 な工業化にともなう世界 にも類を見 ないよ

うな過酷 な公害の集中発生 と、それに対す る反公害闘争 を経験 している。反公害運動にお

いて運動の焦点になったのは住民の健康に対す る直接 的な被害であ り、それが 「人権」 と

い う観点か ら追求されてい ったのである。経済成長 を至上命題 とする政官財が一体 となっ

た 「権威主義開発体制」(渡 辺、1995)(u)に 対抗する論拠 として、 「人権」 という近代 的

な 「人間中心主義」の価値 が選択 されたのであ り、世論 もまた被害者の悲惨 な境遇 に対す

るシンパ シーを核 として運動 を支持 していったのである。

「人権」 とい う 「人 間中心主義」的な価値観は、アメニティという発想 と親和性 を持 っ

ている。環境経済学の専門家であ り、反公害の住民運動 にも積極的にコミットしてきた宮

本憲一は 「都市を どう生 きるか一アメニティへの招待」の 中で、1976年 に出された日本の

環境政策に対するOECDの レビュー働 に関 して、 「私は公害問題 とアメニティを分離 し

(nう渡辺によれば 「権威主義開発体制」とは 「政治支配権をにぎった軍 ・政治エリー トが 「開

発」を至上目的として設定 し、それを達成すべ く彼らが育成した官僚テクノクラート群を経済政策
の立案 ・施行の任にあたらせ、経済開発の成功をもってみずからの支配の根拠とするシステム」で

あり、日本こそがNIESやASEAN諸 国のこうした体制のプロトタイプであるいう。
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た り、あるいは対立す るものとして扱 うことには反対 である。OECDの レビューから生

まれた政府の態度は、公害 問題 とアメニティを切 りはなす ものであった。 しか し、アメニ

ティが失 われる中で公害は発生するのであり、また公害問題の徹底的な解決以外 にアメニ

ティの確立はないのである」 と述べている。

アメニティという観念の形成過程 をた どってゆ くと、イギリスの初期都市計画へ とさか

のぼることが出来る。産業革命期 のロン ドンやバー ミンガムな どの都市の過密、貧困、不

衛生やそれにともなう伝染病の流行 に対処するために行 われていった建築規制や上下水道

の建設は、やがて都市計画へ と発展 していった。アメニティという言葉は、都市計画が難

題 に挑む際の旗印にされた もので、 「公衆衛生」 「快 適 さ」 「保存」の複合概念 を表 して

いたとい う(Smith、1977)。 イギリスでは、1909年 に初の都市計画法が制定 されている

が、そこには都市計画の目的として、 「衛生」 「利便性」 とならんで 「アメニテ ィ」があ

げ られている。この時期 になるとアメニテ ィとい う観念が 「衛生」や 「利便性」 とは区別

され 「快適 さ」 を表す ものとして使用 されるようになって くるのである。

木原啓吉は 「環境の思想 ・アメニティについての一考察」において、イギリスの代表的

な都市計画家であるウィリアム ・ホルホー ド卿の 「アメニティとは単に一つの特 質をいう

のではな く、複数の総合的 な価値のカタログである。それは芸術家が 目にし、建 築家がデ

ザインす る美、歴史が生み出 した快い親 しみのある風景をふ くみ、ある状況の下では有効、

すなわち、 しかるべ きもの(例 えば住居、あたたかさ、光、 きれいな空気、家の 中のサー

ビスなど)が 、 しかるべ き場所にあること、すなわち全体 として快適 な環境 をい う」 とい

う定義 を受けて、 「貨幣価 値に換算で きるもの、いわゆる数量化できるものだけ を重視す

るのではな く、貨幣価値で は測れず、それゆえにまた、住民生活 にとって根元的価値を も

つ ものを重視 します。たとえば、古 くか ら村に伝 わる一本の木、海辺 をわたる潮風、遠 く

に見える教会の塔、伝統的 な町並みがつ くり出す昔なが らの景観。こうした自然 環境 と歴

史環境 は、それ自体 、その価値を数量化 しにくいですが、それが、そこに存在することで、

住人の心は安 らぎ、そ こに生 きることを心か ら誇 りにお もうのです。そ して地域 の文化 も

また、それを基盤 にして育 って きました。こうした数量化 を超 えた価値 こそが、住民の精

神的連帯の シンボルであ ります。アメニティの確立 した社会が重厚で安定 してい るのは、

このためです」 と述べ てい る。アメニテ ィとは、 「利便性」や 「効率性」 といった近代的

な価値 を超えた望 ましさのことである。 しか し、アメニティとして語 られる 「快適さ」は、

働 「日本 は数 多 くの公 害 防除 の闘 い には勝 った が
、 環境 の 質 、 あ る いは ア メニ テ ィ と呼 ば

れ る もの を高 め る戦 争 で は勝 利 をお さめて い ない」 と結論 され てい る。
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あ くまで も住民=人 間にとっての 「快適 さ」であ り、アメニテ ィという観点か らは、 「人

間中心主義」 を越 えた自然 それ自身に内在する価値 といった観念は生 まれてこないという

ことに注 目してお く必要が ある。また、こうした観点 からは、食物連鎖や物質循環、希少

動植物の生息 といった直接は人間の 日常生活に結 びつかないような生態学的な側面一 も

ちろん人間の諸活動は こうした生態学的 な基盤に支 えられて初 めて可能になるのである

が一 よりは、景観や美観 といった審美的な側面が重視 されが ちでもある。公共事業 にお

けるアメニテ ィの重視 とい う傾向は、生態学的な環境 アセスメン トをなお ざりに したまま

で、修景事業が積極的に推 進 されてゆ くという日本的 な現象 とも結びついているのではな

いだろうか。アメリカのように 「絶滅の危機に瀕 した種」に指定 された生物の生 息 という

生態学的な 「事実」に よって、すでに始 まっていたダムの建設が中止 されるといった事態

㈹が 日本で も起 こりうるとは考 えに くい。

日本で本格的にアメニテ ィが議論されるようになったのは、OECDレ ビュー を受 けて

1979年 度のr環 境 白書』が、産業 公害の時代は終わったとして、政策の重点を 「快適 な環

境1に 置 くようになって きてからのことである。規制によって公害の発生を防止するといっ

た発想か ら、 「快適 な環境」 を積極的に創 り出 してゆ こうとい う発想への転換が行われた

のである。都市計画の中か ら生み出されて きたアメニテ ィとい う観念は、 「環境 の創造」

とい う発想 を通 して 「環境の事業化」へ と結びついてゆ くことになる。

現代のアメリカや ヨーロ ッパの 「環境問題」 も公害 とい う経験 を通過 していないわでは

ない。 しか し、アメリカの環境主義の組織的、思想 的な起源は、鉱工業からの廃 棄物質に

よる健康被害が焦点になる以前の、19世 紀末の進歩的な原生 自然の保全 ・保存運動(14}にさ

かのぼることができる(岡 島、1990/Nash、1989)。 生活環境の破壊が人間の健康に深刻

な影響を与えることが クローズア ップされてゆ くのは主に1960年 代以降であるが、それに

先行する形で 自然それ自体 の価値 と保存の必要性 に関する認識が普及 していたのである。

当時、自然資源の乱開発が進む一方で、ロマン主義的な思潮の流れを汲むエマソンや ソロー

の超越主義が影響力 を獲得 してゆき、自然を功利的な観点からではな く、それ 自身と して

価値のあるものと考え、それゆえに保護するべ きであ るとする観念が広 まっていった。現

在世界有数の環境NGOと なっている 「シェラ ・クラブ」は、エマソンやソローの影響 を

(13)ダック リバ ー(テ ネ シー 州)に 建設 中 だ った コ ロ ン ビアダ ム に、TVAが8400万 ドル も

の投 資 を行 った後 で建 設 の 中止 を 決定 したの は 、 コロ ン ビアダ ム を建 設す る と、何 種類 か の 「絶滅

種 」 に指 定 されて い る貝類 の 生息 が 危 う くなる とい う レポー トが1977年 に 「魚類 な らび に野 生 生物

局 」 か らだ され、1982年 に この 貝 の移 植 を試 み た結 果 、 た った二 つ の稚 貝 しか 育た な か った とい う

生 態学 的 な 「事 実」 に直面 したか らであ る。

(且4》「保全 」 と 「保 存」 の概 念 的 な区別 に関 して は
、鬼頭(1994)を 参照 。
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強 く受けたジ ョン ・ミューア を中心として1892年 に設立 されたものであ り、 シェラネバ ダ

山脈の ヨセ ミテ渓谷の原生 自然の保存 を呼びかけることを目的としたものである。 また、

その名の通 り原生 自然の保存 を活動の中心 としている 「ウィルダネス協会」は、エマソン

やソローの超越主義の系列 とは異 なった科学主義的な自然観 ・社会観か ら 「土地倫理(ラ

ン ド・エ シックス)」 を提唱 したレオポル ト働 らを中心 として1935年 に設立 されている。

日本の.「公害」 から 「環境 問題」へ という展開 とは異 な り、アメリカには 「自然保護」か

ら 「環境問題」へ とい う流 れが存在 しているのである。 自然 との交流 によって得 られれる

精神的な高 まりを重視する考え方 は 「反人間中心主義」 を標榜する今 日のデ ィー プ ・エ コ

ロジーの思想の中にも継承 されている(Dunlap,Mer恒ng、1992)。

レイチェル ・カーソンの 「沈黙の春」は、農薬の生態系や人間の健康 に及ぼす影響につ

いて告発することで、60年 代の環境ブームの引き金 とな り、アメリカにおける 「自然保護」

から 「環境問題」への転換 点 をなした著作である。 「沈黙の春」は、農薬の人体 に対す る

影響の指摘か らではなく、鳥たちのいない沈黙の春の情景から説 き起こされている。その

背景に単なる修辞上の技法 を越 えて、こうした歴史的な経緯からの影響 を伺 うこ ともでき

るか もしれない。

アメ リカや ヨーロッパと比較 して、 「動物の権利」 や 「自然の権利」 といった議論は、

日本ではこれまであまり積極的に取 り上げられてこなかった。そこに、捕鯨反対 運動へ の

ナショナリスティックな反発 といった心情的な理 由を見いだすことも可能ではある。 しか

し、 こうした議論の前提 になっている思想史的な伝統(動 物の解放論の場合 には、ベ ンサ

ムに由来する功利主義的な原理原則)を 、私たちが欠いていることが、このての議論 を胡

散臭 く感 じさせているのか もしれない。 「動物の権利」論のホープであるピーター ・シン

ガーが 「動物の解放」で、 たどり着いた結論=「 脳 に重大な損傷 を受けた人間の赤ん坊 の

生存権 よりは、成長 したイヌやブタの生存権の方が優先 されるべ きであ り、それ に反対の

立場 をとるのは種差別主義(sp㏄iesism)に 他ならない。障害新生児に対す る安楽死の適用 に

可能性 を認めるべ きである」 は、私たちの目か ら見て、エキセン トリックを通 り越 して噴

飯 ものに感 じられるかもれ しれない。 しか し、それはベ ンサムに由来 し、英米圏の法体系

(法体系が利益の保護体系 であると考え られている)に おいて支配的な功利主義 的な基本

前提(善 二快、悪=苦 であ り、快の総量の増加こそが達成 されるべ き状態である。従 って、

平等性の基本原理の根拠は知性や能力の同等性にあるのではなく、喜びと苦 しみ を感 じこ

㈹ レオ ポ ル トは
、従 来 の 倫 理が機 能 してい た共 同体 の枠 を 、土壌 、 水 、 植物 、 動 物 まで も

の をひ と ま とめ に した 「土 地」 に拡 大 し、 「土 地」 とい う生 命 共同体 の全 体 的 な安定 を重視 した。
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とができるということにある)か らの、一貫 した論理的な帰結 なのである。

欧米のディープ ・エ コロジーや動物の解放論 といった 「反人間中心的な」思想潮流は、

それぞれ、自然 自体の内在的 な価値 を認めるエマソンや ソローの超越主義や レオポル トの

「土地倫理(ラ ン ドエシ ックス)」 、ベ ンサムに由来する功利主義の脱人間中心 主義的な

発想 とい う思想史的な流れ の中で形成 されてきたものである。 「アース ・ファース ト!」

や 「シー ・シェパー ド協会」な どのラディカルな環境NGOが 森林伐採や捕鯨に抗議 して

行 う 「エ コタージュ」⑯ と呼 ばれる直接行動や、デ ィープ ・エコロジーによる禅や東洋哲

学、ネイティブ ・アメリカ ンのアニ ミズム的 な自然観の積極 的な取 り込みといった活動の

うちに、ロマ ン主義の持つ近代的な諸価値に対する揺 り返 しとしての側面 を見いだす こと

も可能である。これに対 して、 日本の反公害運動の中心的な原理 をな していたのは被害者

の 「人権」であった。開発至上主義的な政官財の協調体制 に対抗するために 「人権」 とい

う近代的な 「人間中心主義」の原理が選び取 られたのである。 「公害問題」か ら 「環境問

題」への枠組の移行 に伴 って、主導原理 も 「人権」か らアメニティへ と移行 していったの

であるが、そこに 「人間中心主義」的な原理の連続性 と、 「反人間中心主義的」 な原理の

欠如 とを見て取 ることがで きるだろう。 アメリカの環境運動 を支えているのは、一方では

生態学的な環境 アセスメ ン トの徹底 といった形での、人間の主観 を廃 した 「事実」 の追求

(科学 としての反人間主義)で あ り、他方ではそ うした 「事実」 を支持 し、近代 的な合理

性 よ りも 「絶滅種」の保護 を重視する価値観(思 想潮 流 としての反人間主義)と い う対抗

的な相補性 をもった二つの反人間主義なのである(1η。これに対 して、人間にとっての主観

的な 「快適 さ」 というアメニテ ィの原理 は、 「環境の事業化」へ と道 を開いてゆ く契機 と

なったのであ り、 「環境」 とい うカテゴ リーの下で、生態系の保全 とは無縁の修 景事業が

進め られてゆ くという日本的な現象への批判 を生み出してはこなかったのである。

2-2組 織形態上の差異

反公害運動では、個別の イシューごとに直接的な被 害者 を中心 として、それに専 門家や

σ6伐採 を防止 す る ため に 木 に鉄 の杭 を打 ち込 ん だ り
、林 道 工 事 を妨 害す るため にブ ル ドー

ザ ー の部 品 をモ ンキー ・スパ ナで ね じ曲げ た り、捕鯨 船 を沈 没 さ せ た りして 、生態 系 の保全 のた め

に直接行 動(と きに は機 械 や財 産 に対 す る暴 力 を と もなう)に よっ て生産妨 害 を行 うこ とをエ コ ター

ジュ(エ コロジ カル ・サ ボ タージ ュ)と 呼ぶ 。

㈹ もち ろん、 この二つ の 反 人間主 義 の 対抗 的相 補性 が いつ も理想 的 に機 能す る わ け では な

いo
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知識人を含めた支援 グルー プが 「手弁当」で加わることによって運動体が形成 され、主に

訴訟 とい う手段 を通 して健康被害への対策や補償が求め られていった。 「公害問題」か ら

「環境問題」への移行に伴 って反対運動の中心的な対 象は、私企業による汚染物 質の廃棄

とそれにともなう健康被害 から、 ダムや河口堰、高速道路 とい った行政サ イ ドによる大規

模土木建築物の建設 とそれ にともなう生態系の破壊へ と変化 してきた。運動の原 理 もそれ

にともなって 「被害者の人権」や 「被害者への共感」 か ら 「豊かな環境を享受す る権利」

や 「生態系の保全」へ と変化 してきたのだが、個別の イシューごとに運動体が形 成 され、

それ に 「手弁当」で参加 してゆ くとい う運動の形態 自体には大 きな変化が見 られ ない。そ

のために、運動体が個別の イシューを越えて存続 しが たいし、個 々の運動の間に緩やかな

情報交換のネッ トワークが形成されつつあるとはい え、運動体が個別のイシュー を越 えて

活動 を展開 してゆ く契機 は乏 しい。

これに対 して、アメリカで 「環境運動」の有力な主体になっている大規模な環境NGO

は、会員か らの寄付金 とい う経済的な基盤の下で、個別のイシューを越えて様 々な活動 を

展 開する継続的な組織体 であ る。例 えば、先 に挙げた 「シェラ ・クラブ」 は、1994年 度の

会員数52万4千 人、予算総額4400万 ドルに達 し、100年 以上の歴史 を誇 っている。

また、寄付金 という独 自の経済的な基盤を備 えた大手 の環境NGOや ワール ドウ ォッチ研

究所の ような環境 シンクタンクの存在 によって、こう した組織の専従職員 として環境 問題

のプロフェッシ ョナル(環 境問題への取 り組み 自体 を職業にしているといった意味で)が

生み出されて きている㈹。

多 くの ヨーロ ッパ諸国には 「環境問題」への取 り組 みを主眼 とした政党(緑 の党)が 存

在 してお り、個別のイシューを越えた運動の担い手に なっている。 ドイッやフランスの緑

の党はユーロ ・コミュニズ ムの流れを受けてお り、 「環境問題」 を資本主義的な生産様式

に対する批判的な検討 とい う視点から個々のイシュー を越 えて トータルに把握 していこう

とする傾 向がみ られる(Lipietz、1993/Gorz、1991/Ebemann&Trampen、1984)。

アメ リカや ヨーロッパと比較 した場合、 日本 の 「環境運動」の組織形態上の特質は、個

別の イシューを越 えて継続 的に 「環境問題」 に取 り組 んでゆ く組織体が存在 して こなかっ

たことにある。こうした組織形態上の特質が、運動へ の参加者が、個 別のイシューを越え

て制度論的な視点か ら 「環 境問題」全般 を横断的に捉 えてゆ く視点を形成するこ とを困難

にしているのではないだろうか(19)。

⑱ エ リー ト中 心 主義 に陥 りが ちな点 、運動 の 方 針 や形 態が 寄付 金 の 集 め易 さに左 右 され る

点 、 な どの ア メ リカ型 の組 織形 態 の問題 点 に 関 して は諏 訪(1996)を 参 照 。
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3エ コ ロジー とアメニテ ィ

具体的な事例へ の踏み込 んだ分析は行 えないが、最後 に、アメニテ ィ(人 間主体の感 じ

る快適 さ)と エ コロジー(生 態系の保全)と いう枠組 を通 して 「環境問題」の整理 を試み

ておきたい。

「環 境 問題 」

エ コ ロジ ー ア メニ テ イ

現在 「環境問題」へのモデル的な取 り組み として評価 されているようなケースの多 くは、

住民参加型の 「まちづ くり運動」(滋 賀県の事例でいえば、近江八幡市の 「八幡堀の保存 ・

修景運動」や甲良町の 「せせ らぎの町運動」)で ある。 こうした運動は、近代的な 「効率

性」や 「利便性」の基準を越 えたアメニティ(生 活の潤い=き れいな小川のせせ らぎや、

トンボや蛍の飛び交 う情景)と エコロジー(生 態系の保全)と が調和 した領域(図 ①)で

行 われている。アメニテ ィを積極的な価値 として受け入れた主体 によって、アメニティの

費用負担(住 民参加)と 享受が同時に行われているのである。

生態系の保全への取 り組 みが 「効率性」や 「利便性」 といった近代的な価値 と対立する

ような領域(図 ②)に は、大規模土木施設への反対運動や地球環境問題などが属 している。

大規模土木施設への反対運動では、 「効率性」や 「利便性」の享受者(受 益者)、 あるい

は行政側によって受益者である とカテ ゴライズ された者の 「定量可 能(tangible)」 な利

益 と、豊かな自然の享受する機会 を奪われた者(受 苦者)の 「定量不可能(intangible)」

な被害 とが対立 している。生態系それ自体の価値=権 利は必ず しも認め られてい るとは言

(19例えば、ダムの建設反対運動の支持者から、地域振興の契機としてスキー場開発に対す
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い難いので、生態系の保全 の必要性は、生態系の恩恵 を受ける人間=主 体 の権利への侵害

とい う形で主張 されることになる㈹。そこで使用 されているのが、 「環境権(人 間が豊か

な環境 を享受す る権利)」 、 「将来の利用のための保護論」、 「カナ リヤ主義」㈹ といっ

た論方である。近代的な価 値の明確 さ(洪 水から住民 の生活 を守れ)と 、生態系 の人間に

とっての価値 という十分 には確立 されていない価値の曖昧 さ(清 流を守れ)と が 、価値の

次元では対立することになるのである¢2》。

「地球環境問題」の ような一般の生活者の近代的な ライフスタイルと生態系の保全が対

立するようなケースでは、その解決は 「一人ひとりのモラル」 にゆだねられる傾向がある。

こうした制度的な対応 を回避する傾向が、一方ではフリーライダーを生みだ し、他方では

実効性 を度外視 したセ ンチ メンタルな運動(割 り箸排斥運動や買い物袋持参運動)を 生み

出 している。そ して、両者の間にはセンチメンタルな運動への参加が、近代的なライフス

タイルの享受への免罪符 として機能するという共犯関係が存在 しているのである。

アメニテ ィを促進はするが、生態系の保全に直接は結びつかないような領域(図 ③)で

は、すでに見た ように 「環境」 という名 目の下で修景事業な どが進められている。自然を

エ ンジョイするための施設 を作 り出す ことで、生態系の破壊 を促進す るリゾー ト開発 など

もこの領域 に属 していると言って よいだろう。

生態系の保全 に無関係 な修景事業 よりも、はるかに微妙な位置 にあるのが 「環境の創造」

と呼ばれるような一連の事 業(親 水施設、近自然型の河川改修等)で ある。 こうした事業

には、ある種のアンビバ レントが付 きまとう。ここでは、親水施設について簡単 に検討 し

てみよう。親水施設には、手軽に身近な水辺にふれ合 う機会を提供す ることで、利用者の

目を自然に向けさせ、環境意識の向上を図るとい う啓蒙的な役割が期待 されている。では、

そこで中心 におかれているのは、エ コロジーへの配慮(環 境意識の向上)な のだ ろうか、

る思い入れを聞かされて返答に詰まってしまうようなことがある。

働市民運動と行政プロジェクトが対立するようなケースにおいては、市民一般の受益性の
計量 しがたさがネックとなって行政プロジェクトが優先され、その一方で、親水施設等の 「環境」
に配慮した土木施設の建設において行政側がイニシアティブをとるような場合には、 「環境」とう
イシューの持つ権力作用が利用される傾向がある。今後 「環境」が争点となるなるような事業に関

しては計画段階からの、より一層の市民参加やコンセンサスの成立を条件にしてゆくべきであろう。

⑳ 「将来の利用のための保護論」とは、現在使用されていない生物 も将来の人間にとって
は有用になるかもしれないから、保護すべ きである(遺 伝子資源を守れ!)と いった論法であり、

「カナリヤ主義」とは、人間以外の生物の生存が脅かされるならば、それは必ずや人間の生存条件
もまた脅かされているはずだから自然保護は人間保護に重要だという論法である。共 に、加藤

(1996)に よる。

働実際に訴訟で争われるのは、こうした価値の次元ではなく、行政側が主張する近代的な

価値が実質のないでっち上げ(ダ ムが洪水を引き起こす)か どうかである。
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それとも、アメニティの増進(水 との気軽で安全なふ れあい)な のだろうか。親水施設に

は、水 を循環、撹拝、曝気す る施設(水 質の浄北 に役立つ とされている)が 組み込 まれて

いるのが一般的なので、ハ ー ドとしても生態系の保存 に貢献 していると言 えない こともな

い。 しかし、その一方で、人 を集めるために 「アミューズ メン ト化」(長 尾、1994)す る

傾 向を持 ってお り、場合に よっては リゾー ト開発の一翼 をになって しまうことに もな りか

ねない。中には親水施設を作 るために埋 め立てやコンクリー ト張 りの護岸工事が行われ生

態系の破壊 を促進 しているケースも存在する。 また、 そこで提供 されている自然 は、管理

され、安全性の保証された疑似的なものにすぎず、自然の持つ危険 な側面は周到 に排除 さ

れている。さらに、こうした事業は 「環境」 という名 目の もとで、住民参加やコ ンセ ンサ

スの形成、情報公開をなお ざりに して進められた りする傾向がないとは言えない働。

結び

地下 に埋設 された農業用水のためのパ イプラインに向けて琵琶湖から水 を汲み上げるポ

ンプの収納場所(逆 水施設)が 穴太濃積みの石垣を基盤 に据 えた環境 にマッチした瀟酒な

外装 をほどこされている。代掻 き期の田圃の畦には 「濁水防止」 と水色地 に白で染 め抜 か

れたのぼ りが林立 している。見慣れたはずの地元の風 景が、 「環境社会学」 に足 をつっこ

むようになって以来、 どこかひっかかる風景へ と変質 して行 った。琵琶湖の富栄養化 を促

進するとされる水 田か らの濁水の流入の防止のために 「一人ひとりのモラル」があてにさ

れている。その一方で、生態系の保全(エ コ ロジー)に は直接結 びつかない修景事業が、

コンセンサスやデ ィスクロージャーとは無縁の次元で進められている。正直言って、あの

見慣 れた建物に逆水のためのポ ンプがおさめ られてい るのだと知 ったのは、ご く最近のこ

とである。そ して、この同 じ瞬間に地球の裏側では、貨幣経済の浸透 に裏打 ちされた絶対

的な貧富の差の下で、 「土地無き人々に、人々なき土地 を」 という政府のスローガンに従 っ

て熱帯雨林への入植者が地球温暖化の一因とされる焼 き畑を繰 り広 げている(鷲 見一夫、

1989)a

これ らのすべてが 「環境 問題」 の名の下に議論 され、批判 され、正統化 されているので

ある。 「環境問題」 という枠組のヌエ的な性格 を、どのように理解すればいいのだろ うか。

「環境 問題」が、私たちを否応な しに巻 き込 まず にはおかない 「権力作用」 を有 している

(お皆 田(1994)は 「環 境 の事 業化 」 とい う観 点 か ら
、農 政の 分 野 にお け る こう した傾 向 を分析

してい る。
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のはなぜか。 こうした 「権力作用」の下で、セ ンチメンタルな 「環境主義者」 とフリーラ

イダーが同時 に生み出されてゆ くのはなぜか。アメニ ティとエ コロジーの 「環境問題」へ

の包摂 とい う日本 に固有の事態はなぜ引き起 こされたのか。こうした疑問へのと りあえず

の解答が、この論考である。
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  Amenities and Ecology : 

Study of the Concept 'Kankyou'

Toshiyuki TSUKAMOTO

     The purpose of this paper is to consider the peculiarity and the power of the Japanese 

concept 'kankyou' in the universe of discourse. 

Compared with the English concept'environment', the Japanese concept'kankyou'involves 

more various connotations. The concept 'kankyou' includes not only Environmental pollution 

and Disruption of ecology but also Destruction of amenities. For example, the problem of 

conservation of historic landscapes and architectures in town has been discussed under the 

concept 'kankyou'in Japan. 

     Construction of the concept 'kankyou'and the Japanese way of discussing environmental 

problems has been influenced by the movement against'kougai',that is,environmental pollution 

in Japan. Main claims in that movement from 1950's to 1960's were compensation for damages 

to the health caused by pollution and control to pollution. The movement against 'kougai'was 

founded on humanism,anthropocentristic values. 

     It presents a striking contrast to American environmental problems and movement. In 

terms of the beginning of American movement, We can go back to conservation movement 

against disruption of nature in 1890's. It was founded on romanticism which has anti-

anthropocentristic drift. 

     Anthropocentristic drift of the concept 'kankyou'has an affinity for the 

concept'amenity'which means comfortableness to the human beings. That affinity relates 

Japanese environmental problems with the idea of creation of amenities drew from city 

planning. 

Environmental problems have become the center of public interest in Japan like Europe and 

America. Importance of how to construct or interpret the concept 'kankyou'and environmental 

problems has increased, because one who construct them to one's advantage may gain support 

of public sentiment. 

     Variety of connotations included in the Japanese concept'kankyou'makes competition 

for interpretation of it very complicated.
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